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各分野に記載すべき事項の考え方について（案）
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がんの一次予防、二次予防（がん検診）に係る事項について引き続き記載する。

がん医療提供体制や、がんに対する治療に係る事項について引き続き記載する。
また、治療と併せて医療者が提供すべき事項（リハビリテーションや支持療法等）について引き続
き記載することとし、同様の観点から、新たに緩和ケアの提供についても記載する。

希少がん・難治性がんや、世代に応じたがん医療について引き続き記載する。

「緩和ケア」は治療と併せて提供されるものであるが、身体的苦痛だけでなく、社会的苦痛・精神
的苦痛等といった全人的な苦痛に対し、医療者を含めた多職種で、さらには地域で連携して提供す
るものであるため、引き続き当該分野にも記載する。

就労を含めた社会的問題、サバイバーシップ支援、ライフステージに応じた対策について引き続き
記載する。

分野横断的な事項について記載する。
「患者・市民参画の推進」及び「デジタル化の推進」を新設する。また、「がん登録」については、
がん検診の精度管理等、医療分野以外における利活用を推進する観点から当該分野に記載する。

「がん予防」分野

「がん医療」分野

「がんとの共生」分野

「これらを支える基盤」分野

 これまでの議論を踏まえ、以下のような考え方に基づき各分野に記載すべき事項を整理してはどうか。



ロジックモデルの活用及び評価指標の設定について（案）
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 第３期基本計画中間評価において指摘された以下の課題を克服するため、

第４期基本計画ではロジックモデルを活用し、計画本文と評価指標を併せ

て議論・策定することとしてはどうか。

（第３期基本計画中間評価報告書より抜粋）

 第４期の基本計画では、それらの中間評価指標を検討するとともに、新たに指標を設定す

る場合には、施策が行われる前の数値を明確にしておくことが望ましい。

 第３期の基本計画では、計画策定時に評価指標は決定しておらず、目標への達成状況につ

いて評価が困難な施策があったため、第４期の基本計画策定時には、目標の設定と併せて、

それらをモニタリングする指標についても検討することが望ましい。

 取り組むべき施策の評価指標に関しては、国だけでなく都道府県がん対策

推進計画においても活用できるよう、公表されている統計データや調査結

果等を活用することを基本とすることとしてはどうか。

 評価指標の設定に当たっては、各分野の施策の効果を正しく評価できるか、

という観点にも留意することとしてはどうか。



全体目標 「○○○○」

目標・評価指標の設定について（案）

 これまでの議論やロジックモデルの活用も踏まえ、第４期基本計画においては、目標につい
て以下のように整理し、設定することとしてはどうか。

 「全体目標」には第３期基本計画で設定された全体のコンセプトを
引き続き設定してはどうか。

 「分野別目標」の進捗管理は分野別アウトカム・最終アウトカムを活用し、
「個別目標」の進捗管理は、中間アウトカム・アウトプット指標を活用す
ることとしてはどうか。

 各目標について、研究成果等から数値目標を掲げられる分野については、
積極的に数値目標を設定することとしてはどうか。

「がん予防」分野

分野別目標

個別目標 個別目標

「がん医療」分野

分野別目標

個別目標 個別目標

「がんとの共生」分野

分野別目標

個別目標 個別目標
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第４期がん対策推進基本計画の骨子（案）

 第３期基本計画における全体目標の３本柱（「がん予防」、「がん医療」、「がんとの共生」）及び「これ
らを支える基盤の整備」については、引き続き重要な視点であり、維持する。

 各分野の施策については、これまでの協議会における議論を踏まえ、以下のように構成を整理することとし
てはどうか。

４．これらを支える基盤
（１）がん研究の推進
（２）人材育成の強化
（３）がん教育及びがんに関する知識の普及啓発
（４）がん登録の利活用の推進
（５）患者・市民参画の推進
（６）デジタル化の推進

１．がん予防
（１）がんの１次予防
（２）がんの２次予防（がん検診）

２．がん医療
（１）がん医療提供体制等
①医療提供体制の均てん化・集約化について
②各治療法について
③チーム医療の推進について
④がんのリハビリテーションについて
⑤支持療法の推進について
⑥妊孕性温存療法について

（２）希少がん及び難治性がん対策
（３）小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策
（４）高齢者のがん対策

３．がんとの共生
（１）がんと診断された時からの緩和ケアの推進
①緩和ケアの提供について
②緩和ケア研修会について

３．がんとの共生（続き）
（２）相談支援及び情報提供
①相談支援について
②情報提供について

（３）社会連携に基づくがん対策
（４）がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）
①就労支援について
②アピアランスケアについて
③がん診断後の自殺対策について
④その他の社会的な問題について

（５）ライフステージに応じたがん対策
①小児・ＡＹＡ世代について
②高齢者について
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